
公共基準点付近で工事を行う場合の手続き

基準点に支障を来たす工事とは？
古河市公共基準点保全管理規則第5条2項に該当する工事

　承認申請・協議書（様式8号）提出
 ※施工の20日前まで

　届出書（様式4号）提出 用地管理課と協議
　復旧承認申請書（様式6号）提出

　公共基準点設置工事しゅん工
　報告書（様式12号）提出

　公共基準点設置工事しゅん工 　公共基準点付近での工事しゅん工
　報告書（様式12号）提出 　報告書（様式5号）提出

用地管理課に確認

ない

用地管理課と事前協議

着工

合格 不合格 不合格合格 合格

（復元測量）

不合格

検査

補修 補修

点検測量（施工後）

新点復旧測量

移転
（新点復旧測量）

工事区域内に基準点があるか？

支障あり

検査 検査

着工

工事の完了

復旧承認書（様式7号）を通知
点検測量

点検測量（施工前）

ある

支障なし

一時撤去・移転を伴わない工事
　　　　　　　　　　　　　※規則第5条

工事の完了

一時撤去・移転を伴う工事
　　　　　　　※規則第6～9条

承認書（様式9号）を通知

基準点保全に必要な
措置を講じて施工

　基準点に支障を来たす工事か確認　　　・・・

一時撤去


